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研究成果の概要（和文）：同性愛者の運動の分析、とりわけ、同性婚をめぐる議論の分析を中心

とした研究を通じて、彼女たちは異性愛中心主義的な家族を模倣しようとしているのではなく、

社会的配分やケア関係を維持するために、「家族」を求めていることを突き止めた。さらに、ケ

アの倫理の社会的意義を探求することで、依存を不可避とする人間存在にとって、現代社会に

は、ケア関係を維持することを目的とした新しい家族概念が必要であることを提唱した。 

 
研究成果の概要（英文）： This research can make it clear that activists and theorists’ claim 

for legal recognition of same-sex marriage should be located in the theoretical arguments 

for the societal importance of protecting care-relationship.  
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１．研究開始当初の背景 

本研究は、「家族」の規範性を考えること
で北米における同性婚の関する議論とケア
の倫理をめぐる議論を架橋する試みであり、
少子高齢社会を向かえた日本社会において、
国家主義に陥ることなく、多様性に開かれ
た「家族」の重要性を提起しようとするも
のであった。 

したがって、その学術的背景としては、
日本における法・権利論としてのセクシュ
アル・マイノリティ論の不在があった。 

申請者が研究対象とする北米では、ソド

ミー法以来の同性愛者たちに関わる判例研
究、思想史的に同性婚に対する賛否両論を
扱う研究、フェミニズムの立場から家父長
的家族を批判する議論や、ケアの倫理を重
視する立場から私的領域におけるケアと公
的領域における正義をいかに統合的に考え
るかといった問題を扱う研究を通じて、最
近では、「家族」を形成する権利という視点
から、従来のシティズンシップ論を問い直
す研究が始められていた。 
他方日本においては、「府中青年の家裁判」

（東京高裁平成 6 年（ネ）1580 号）以来、
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セクシュアル・マイノリティに関わる裁判
例が存在しなかったため、法・権利の観点
からのセクシュアル・マイノリティ研究は、
海外の判例研究のみにとどまっている。ま
た、同性婚の権利については、当事者たち
が現在被る不利益について運動論の立場か
ら論じるのみである。同性愛者たちが婚姻
を求めることがどのような社会的影響をも
たらし、また現在の「家族」の在り方に変
容をもたらすのか否か、という点について
は、理論的な研究は存在しない状況であっ
た。 
 

２．研究の目的 

本研究は、「家族」の規範性を考えること
で北米における同性婚の関する議論とケア
の倫理をめぐる議論を架橋する試みであり、
その目的は、少子高齢社会を向かえた日本社
会において、国家主義に陥ることなく、多様
性に開かれた「家族」の重要性を提起しよう
とするものである。 

具体的な研究目的については、以下三つに
分かれていた。 

（１）セクシュアル・マイノリティの権利
論・運動論と、フェミニズム理論におけるケ
アの倫理から考える家族論の架橋をめざす。
（２）異性愛中心主義や女性性を抑圧するよ
う作用する現在の家族制度を批判し、かつ、
規範的な家族論を構築する。 

（３）ケアの倫理の立場からリベラリズム・
資本主義を批判すること。 

 

３．研究の方法 

 本研究は以下の四つの方法に基づいて行
われた。 
（１）主に次の四つの分野における文献収集
とその読解・分析。①セクシュアル・マイノ
リティの運動史、②同性婚をめぐる賛否両論、
③家族法制史、④フェミニズム倫理学。とく
に、①については、1969 年のニューヨーク・
ストーンウォール事件以降の合衆国の運動
史を、1)70 年代の解放運動期、2)80 年代保
守反動への対抗期、3)90 年代 AIDS 危機期、
4)現在に至る「婚姻権」運動期、に分けなが
ら、雑誌・新聞記事・研究書を中心に資料収
集された。 

（２）海外研究協力者との共同研究。本研究
では、次の四人の海外研究協力者から、知見
を乞いながら、それぞれの国でどのような運
動、研究がなされているのかを調査した。 
①朴宣英（韓国女性開発局研究員）：民主化
以降女性政策を積極的に推進している韓国
において、日本同様深刻な少子社会問題に
対応するために、いかなる家族論が行われ
ているのか。また、そのような議論に対す
る、セクシュアル・マイノリティ運動団体
の動向について。 

②Fina Birules（スペイン、バルセロナ大学、
哲学教授）：同性婚を認める 5 カ国の中でも
とりわけカソリック教会の影響が非常に強
いスペインにおいて、どのような観点から同
性婚が認められるに至ったのか、同性婚をめ
ぐるスペインの議論状況について。 

③Mary Becker（合衆国、DePaul University 

College of Law、家族法教授）：2004 年合衆
国大統領選挙以後の合衆国における同性婚
に対する反対論と、家族法史における「家族」
制度理解について。 

④サンダース・宮松敬子（カナダトロント在
住、元日経新聞トロント支社記者）[『カナダ
のセクシュアル・マイノリティたち――人権
を求めつづけて』（教育資料出版会、2005 年）
をフリーランスのジャーナリストとして執
筆するために、コミュニティレヴェルでのカ
ナダの同性愛者たちの権利獲得運動を 10 年
以上かけて取材]：2006 年全国レヴェルにお
ける同性婚法成立以後のカナダにおける同
性愛者運動のあり方について。 

（３）（１）（２）の研究成果を踏まえたうえ
での、「家族」の社会的意味の探究。 
 同性婚をめぐる賛否両論について、思想史
的な観点と運動論的な観点を統合する。思想
的には、「家族」という制度の神聖さ、その
生物学的根拠、私有財産権・資本主義との関
連を明らかにする。他方で、同性婚の具体的
利害関係者である同性愛者たちにとっては、
現在の家族が婚姻関係を中心として成立し、
かつ社会保障制度や様々な社会慣習上の扱
いが家族を一単位とみなす限り、婚姻は決し
てプライヴァシィの権利や自己決定権にの
み関する問題ではなく、社会保障上重要な意
味を帯びた制度である。したがって、思想的
に意味される「家族」と当事者にとっての「家
族」との重なりあい、あるいは、差異を明ら
かにすることを通じて、現代に必要とされる
「家族」の在り方を分析する。 

（４）ケアの倫理をめぐる議論の総括。 
「ケアの倫理」研究に関して日本では、応用
倫理学の分野において、とりわけ川本隆史教
授（東京大学大学院教育学研究科）の研究に
よって、正義とケアの倫理を兼ね備えた社会
構想が試みられている。しかしながら、川本
隆史編集『ケアの社会倫理学――医療・看
護・介護・教育をつなぐ』（有斐閣選書、2005

年）において明らかにされているように、ケ
アの倫理はその母性主義の傾向のために、ケ
アの倫理の強調はケア労働の現場において
女性搾取につながることが懸念される。本年
度は、過去２年の同性婚問題と家族法研究を
活かしつつ、主流の政治学が否定的に捉えて
きた家族という社会的構成について、他者と
のニーズの分有とケアを通じた相互依存関
係という観点から、これまでフェミニズム理
論内で論じられてきたケアの倫理を巡る議



 

 

論を総括する。 

 
４．研究成果 

家族の営みを人間の条件の一つである「依
存」と「他者からのケア」と捉えつつ、そこ
から新しい自由論を展開することを務めた。
そこに、セクシュアル・マイノリティが求め
る新しい家族の形と、日々の家族という営み
とのつながりを見いだすことに成功した。 

具体的な成果として、以下の成果が得られ
た。 

（１）セクシュアル・マイノリティの権利
論・運動論と、フェミニズム理論におけるケ
アの倫理から考える家族論の架橋をめざし、
そこから規範的な家族論を構築した：フェミ
ニズム理論は、近代家族は家父長制的家族と
して、あるいは国民国家を担う国民形成の重
要な制度として、批判的に論じられてきた。
したがって、同性婚に対しては、近代家族の
枠組みに自ら囚われることをなぜ望むのか、
あるいは、そもそも家族という制度が２１世
紀にも必要なのか、として疑問視される傾向
にあった。しかしながら、ひとは他者のケア
なしには、一人の人間と「なる」ことはなく、
全てのひとは、かつて他者からのケアを受け、
また生涯にわたり、ケアされる・する関係性
を続けていくことを考えれば、生死に関わる
ニーズを他者と分有し、満たしあう関係性は、
すべてのひとに保障されるべき関係性だと
言える。その意味で、同性婚を求めるひとび
との言説とケアの倫理とを架橋することで、
国民国家を支える道徳的聖域としての家族
制度とは異なる、新たな「家族」像を提示し
得た。 

（２）国民国家・家族・個人の三位一体の
脱構築的な研究を遂行した：家族をケアされ
る場、平和が保たれる場、傷つきやすい者た
ちが集い、記憶を保持する場として定義する
ことで、暴力装置を独占する、巨大な暴力装
置に対抗し得る場としての、家族という新し
い概念を提示した。 

（３）ケアの倫理の立場から、リベラリズ
ム・資本主義を批判する研究を遂行した：欧
米のフェミニズム研究において、主流のシテ
ィズンシップ論においては公的参加を妨げ
るとして否定的に扱われてきた私的領域に
おけるケア労働に対して、ケア労働を「ケア
への権利」という積極的な権利要求と考える
論考がいくつか現れ始めた。もっとも傷つき
やすい立場におかれた者へのケアを国民国
家の存在意義とする福祉国家論を射程に入
れながら、キャロル・ギリガンの『もう一つ
の声』(1982 年)以降、フェミニズム理論にお
いても母性主義・本質主義として批判されが
ちであったケアの倫理の現代的意義を抽出
した。 

なお、以上の研究成果は、2009 年 9 月 15

日に受理された、「フェミニズム理論により
政治思想批判－－「ケアの倫理」再考」とし
て発表した。 
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